
 
給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書（納税義務者用）の見方 

《問い合わせ》 

 飯田市役所税務課 市民税係 内線 5166、5167 

【所得】 

課税の元となる所得の情報です。 

収入金額に応じた必要経費相当金額を控除し

求めるため、収入金額とは異なります。 

 

【所得控除】 

所得金額から差し引く金額です。 

裏面をご参照ください。 

【課税標準】 

〔所得金額―所得控除〕にて求めます。 

1,000 円未満の端数は切捨てています。 

 

【税額控除前所得割額】 

課税標準額にそれぞれの税率を乗じて求めます。 

 

【税額控除額】 

所得割額から差し引く金額です。 

住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除（ふるさと納税）の額は、こちらに 

含まれています。 

 

差引納付額を 12 回に分けて納付します。 

毎月の給与から差し引かれる税額を表示しています。 
・住宅借入金等特別控除額（住宅ローン控除）、 

「ふるさと納税」等の寄付金税額控除額、 

定額減税額等がある場合は、税額控除額等を表示します。 

【差引納付額】 

今年度、給与から差し引く市民税・県民税・森林環境税の合計税額です。 

 

【既納付額】 ：変更があった方で既に納付されている税額。 

【変更前税額】：変更があった方の変更前の税額。 

【増減額】  ：変更があった方の変更前と変更後の差額。 

【変更月】  ：給与からの差し引きを開始する月。もしくは、税額の変更があった月。 


